
3要件のアセスメントと記録（資料参照）

　１）切迫性（生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い）
　　治療に必要な医療器具がある
　　　・気管内挿管チューブ　・ドレーン類　　　　　　　・中心静脈カテーテル
　　　・持続硬膜外麻酔 　　  ・シリンジポンプ等による持続点滴
　　　・その他
　　安静保持困難
　　自傷行為
　　他害行為
　２）非代替性（身体拘束以外に代替する方法がない）
　　代替案の検討と実施（代替案のリスト参照）
　３）一時性（身体拘束が一時的である）
　　身体拘束解除の見通しの確認
　　身体拘束時間の最小化、身体拘束解除時間の確保

①患者・家族等に説明し同意を得る
②医師は身体拘束の指示を記録する

　　　　　　　　　　　　３　自傷行為（自己の生命、身体を害する行為）

（アセスメントでは、下記１）～3）全て満たしているか確認する）

多職種チームカンファレンス

身体拘束（抑制）判断基準フローチャート運用

身体拘束継続（延長・変更）

　　　　　　　　　　　　４　他害行為（傷害、暴行、侮辱、器物破損等他の者に害を及ぼす行為）

　患者に以下（下記1～4）のような行動がある、またはその行動が予見される場合、2名以上の医療者と、患者のサイ
ンと身体的・精神的・環境的要因（資料参照）についてカンファレンスを行い、その内容を記録する。

　　　　　　　　　　　　1　治療に必要な医療器具を抜く、損傷する
　　　　　　　　　　　　２　治療に必要な体位の保持や安静が保てない

身体拘束
なし・解除
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身体拘束の実施
観察と記録

身体拘束解除に向けた検討

あり

なし

満たす

満たさない

①看護計画「ND急性混乱-※」「ND慢性混

乱－※」「転倒転落リスク状態」のいずれかを

立案する。

②経過表に使用する身体拘束具を「身体拘

束」から選択し登録し、開始時間と終了時間

をその都度記録する

③経過表に「身体拘束の合併症」（MDRPU

（抑制帯）／疼痛／関節拘縮／しびれ）を登

録し、各勤務記録する

④看護指示に関節可動域訓練を登録し、各

勤務実施し記録する

①1日1回以上、2名以上の医療者によるカンファレンスを実施する。

②カンファレンス記録は、身体拘束（抑制） カンファレンステンプレートを使用する。

③多職種チームカンファレンスは、同意書の身体拘束解除の予定期間内または

「身体拘束（抑制）カンファレンステンプレート 3．カンファレンス結果」の身体拘束

（抑制）継続（延長）期間内に1回以上実施し、身体拘束（抑制）カンファレンステン

プレートを使用し記録する。

④カンファレンスの結果、身体拘束（抑制）具と期間に変更がある、解除の場合は、

切迫性：現状の行動を

観察して何が危険行動

なのかを記録する。

例○指でつまんでひっ

ぱっている

×自己抜去歴あり

×認知症がある

×挿管中である

カンファレンス記録は身体拘束（抑

制）カンファレンステンプレートを使

用して記録する。

総合病院　聖隷三方原病院


